
 

事業名 公共浄化槽等整備推進事業（旧 浄化槽市町村整備推進事業）（県費補助） 

事業内容 

（目的・概要） 

 浄化槽の計画的な設置整備を促進するため、市町村が設置主体となって、

特定の地域を単位として浄化槽を整備する事業に対して補助を行い、もって

生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

事業主体 市町 

採択要件 

〔対象事業〕 

１ 浄化槽を整備する事業 

２ 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽を整備する事業 

３ 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽を整備する事業 

４ 高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽を助成する事業 

５ 高度窒素除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽を助成する事業 

６ 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽を助成する事業 

７ 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の変則浄化槽を助成する事業 

８ ＢＯＤ除去能力に関する高度処理型の浄化槽を助成する事業 

９ ＢＯＤ除去能力に関する高度処理型の変則浄化槽を助成する事業 

10 既設浄化槽の改築を助成する事業 

11 浄化槽整備効率化を助成する事業 

〔対象地域〕 

下水道法第 4条第 1項の認可又は第 25条の 23第 1項の認可を受けた 

下水道事業計画区域外の地域であって、浄化槽による汚水処理が経済的・効

率的である地域として、環境大臣が適当と認める地域であること。なお、「浄

化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域として、環境大臣が適当と

認める地域」とは、下水道、集落排水、浄化槽等それぞれの汚水処理施設の

有する特性、経済性を総合的に勘案し、地域のニーズ及び周辺環境を踏まえ、

浄化槽によることが適当と認められる地域であること。 

補助率、融資

額、その他の財

源措置の内容 

〔基準額〕 

 起債元金償還額から交付税額を除いた額 

〔補助率〕 

  １／３ 

制度創設年度 平成 14年度 

関係省庁名 環境省 

最近の実績 

 
年度 R01 R02 R03 R04 R05 R06 

実施市町数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

 三原市 三原市 三原市 三原市 三原市 三原市 

 庄原市 庄原市 庄原市 庄原市 庄原市 庄原市 

 安芸高田市 安芸高田市 安芸高田市 安芸高田市 安芸高田市 安芸高田市 

設置基数（基） 190 180 160 150 140 150 

補 助 金 額 

債務負担行為

（千円） 

19,436 17,966 15,628 14,587 14,728 14,613 

※設置基数は計画値 

問合せ先 
環境県民局循環型社会課 

Tel 082(513)2957 e-mail kanjunkan@pref.hiroshima.lg.jp 

 


